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日本山岳救助機構会員制度入会手続きガイド
（個人会員・家族会員のご入会）

このご案内では、個人お一人またはご家族単位での入会手続きをご案内いたします。団体会員（２名以上
の山岳会など）につきましては別途ガイド「（団体会員のご入会）」をご覧ください。
お手数ですが下記の　１、２、・・の順に手続きをお進めください。よろしくお願い申し上げます。

  １ 日本山岳救助機構会員制度にご入会いただける方

 1） 「日本山岳救助機構会員制度規則」「カバレージ制度規約」「家族加入細則」などに同意いただける方。
  なお、ご加入の際の年齢、所属山岳会、山行形態の制約はありません。

 2） 事後分担金や翌年度以降の会費のお支払に利用可能な、金融機関口座をお持ちで口座振替可能な方
  （対象金融機関は下段３の３）をご参照ください）。

   2 下記の内容をご確認ください

 1） 下記の必要書類などの有無をご確認ください。
  ①入会申込書＆預金口座振替依頼書（裏面家族会員明細書）
  ②郵便払込取扱票（ゆうちょ銀行備付の汎用払込取扱票でも可）

 2） 入会申込書＆預金口座振替依頼書の作成には、金融機関口座の記入と金融機関届出印の捺印が必要です。
  通帳を参照されて正確にご記載ください。

 3） ご家族とご一緒に入会される場合、ご自身の口座を登録するご本人を「家族本会員」とします。その他のご家族の方は
  「家族会員」とし、家族割引の対象となります。

 ４） ２年目以降はお届けいただいた金融機関口座からの口座振替になります。２年目以降の会費＋事後分担金が口座振替
  となります。当年度会員期間終了1ヶ月前に計算書をお送りしますので口座残高に不足が無いかにつきご確認ください。

 ５） 事後分担金の家族割引はありません。

  3 ご入会手続　（ご記入は楷書で、フリガナもお忘れなくお願いいたします。）

 １） 入会金および初年度会費のお支払
  ・個人入会は合計4,000円+消費税を、郵便払込取扱票にご記入の、ゆうちょ銀行でお支払ください。
  ・家族入会は、
   家族本会員の方は 入会金2,000円＋年会費2,000円　合計4,000円+消費税
   家族会員（本会員以外）は 入会金1,500円＋年会費1,500円　合計3,000円+消費税
   家族全員分を合算してお支払ください。

  ・入会金、会費一覧表（消費税別途）

  ・ 計算例
  　　ご本人とご家族2人の場合：家族本会員4,000円＋（家族会員3,000円×2人）＝10,000円（消費税別途）

  ・ゆうちょ銀行備付の汎用払込取扱票でも払込可能です。サンプルの記入例の内容をご記入ください。

  入会金 会費 1人当り金額 税込
 
 家族会員一人当たり 1,500円 1,500円 3,000円 3,300円

払込先名：jＲＯ事務センター　口座番号：００１００－６－３３６４１３

1

個人（家族本会員） 2,000円 2,000円 4,000円 4,400円



  ・ゆうちょ銀行から受領印を押した「受領証」またはＡＴＭ利用の場合は「ご利用明細票」を受取ってください。
注：お振込みになった入会金・初年度会費（充当金を含む）、および継続会費等は事由の如何を問わず返金いたしません。

 2） 入会申込書のご記入と「受領証」または「ご利用明細票」の貼付け
  ・左ページに入会申込書があります。個人および家族本会員の方はこの欄に記載漏れのないようご記入ください。
  ・家族入会の場合、家族を代表し金融機関口座を登録される方を家族本会員とします。本会員以外の家族会員は用紙
   裏面の「家族会員明細書」にご記入ください。
  ・「郵便振替控え貼付欄」に上記受領証またはご利用明細票（いずれもコピーでも可）をしっかりと糊付けしてください。
  ・念のため、必ずコピーを取り保管してください。

 3） 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書のご記入と金融機関届出印の捺印
  ・上記用紙の右ページです。
  ・支店名、口座番号をお間違えのないようにお願いいたします（通帳等をご参照のうえ、ご記入ください）。
  ・金融機関届出印はお間違えないようにご確認のうえ、鮮明にご捺印ください。

  ・金融機関届出印がサインの方は届出サインをお願いいたします。

  　【振替可能銀行】
   都市銀行・地方銀行・第2地銀：全銀行、信用金庫：全金庫、外国銀行：シティバンク、信用組合：136組合、農協：852組合、
   信託銀行：三菱UFJ信託・みずほ信託・中央三井信託・住友信託、その他：新生銀行、ジャパンネット銀行、セブン銀行、
   商工中金、ゆうちょ銀行

  ・金融機関コード・支店コードはご存知ない場合は空欄で結構です。

  ・金融機関届出印は下記事務センター経由で各金融機関に確認を取りますので、申込者ご自身で確認を取っていただく
   必要はありません。
 

4） 書類の送付
  ・入会申込書と預金口座振替依頼書の記載漏れ、捺印漏れ、計算ミスがないかどうかをご確認ください。
  ・入会申込書と預金口座振替依頼書は切り離さないでください。

  ・返信用封筒またはご自身で用意された封筒で下記へお送りください。

ｊＲＯ事務センター
〒１９３-０８３２ 東京都八王子市散田町３－１１－１１　関谷ビル１０５（有）セブンエー内

  4 ご入会受付

 １） 事務センター到着後、不備のある場合につきましてはご連絡いたしますのでご対応をお願いいたします。

 ２） 不備がない場合には、受付後1週間から10日程度で会員証を発送します。事務処理上の都合で会員証発送が遅れる
  場合がありますが、会員証が未着でも、入会金・会費などのお支払日（郵便払込を行った日）の午後6時から

会員期間は開始されます。

 ３） 。）時5後午～時01前午日平（いさだくせ合問おへータンセ務事ＯＲｊ くな慮遠ごは点の明不ご
  事故発生の場合の､第一報も下記へお願いいたします。

  TEL：０４２－６６９－５３３０　FAX：０４２－６６９－５３３１
  e-mail：jro@e7a.jp

（記入例）
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（
ご
家
族
は
2
親
等
以
内
で
す
）

日
本
山
岳
救
助
機
構
会
員
　
家
族
会
員
明
細
書

注
：
 
１
、事
務
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
連
絡
な
ど
は
す
べ
て
家
族
本
会
員
様
あ
て
に
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 
２
、家
族
本
会
員
様
が
登
録
し
た
口
座
よ
り
、全
員
分
の
事
後
分
担
金
・
翌
年
会
費
な
ど
が
通
知
後
口
座
振
替
さ
れ
ま
す
。

 
３
、中
途
退
会
、中
途
入
会
は
ご
自
由
で
す
。た
だ
し
、退
会
の
場
合
、既
納
の
入
会
金
・
会
費
の
返
金
は
で
き
ま
せ
ん
。

 
４
、退
会
の
場
合
も
、会
員
期
間
の
属
す
る
期
間
の
事
後
分
担
金
の
お
支
払
が
発
生
い
た
し
ま
す（
カ
ラ
ー
パ
ン
フ
ご
参
照
）。　

 
   ご

了
承
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
５
、個
人
・
家
族
入
会
金
・
会
費
一
覧
表
（
消
費
税
別
途
）

生
年
月
日
・
性
別

フ
リ
ガ
ナ（
必
須
）

氏
　
　
　
　
名
 

 
 

入
会
金
 

会
費

1
人
当
り
金
額

税
込
金
額

4
,4
0
0
円

3
,3
0
0
円

 
個
人
・
家
族
本
会
員
 

2
,0
0
0
円
 

2
,0
0
0
円
 

4
,0
0
0
円

 
家
族
会
員
1
人
当
り
 

1
,5
0
0
円
 

1
,5
0
0
円
 

3
,0
0
0
円

会
　
費

合
　
計

入
会
金

小
　
計

総
　
計
（
消
費
税
込
み
）

団
体
会
員
に
つ
い
て
は
、別
途
団
体
会
員
明
細
書
を
ご
利
用
下
さ
い
。

年
 齢

家
族
会
員

家
族
会
員

家
族
会
員

家
族
会
員

歳

昭
／
平
／
1
9
／
2
0

　
　
年
　
　
月
　
　
日

性
別
：
男
・
女

歳

昭
／
平
／
1
9
／
2
0

　
　
年
　
　
月
　
　
日

性
別
：
男
・
女

歳

昭
／
平
／
1
9
／
2
0

　
　
年
　
　
月
　
　
日

性
別
：
男
・
女

歳

昭
／
平
／
1
9
／
2
0

　
　
年
　
　
月
　
　
日

性
別
：
男
・
女

家
族
本
会
員
　
　
　
　
入
会
申
込
書（
裏
面
）記
入
の
通
り

種
　
別



１
、
日
本
山
岳
救
助
機
構
会
員
制
度
の
概
要

　
　
・
 こ
の
制
度
の
趣
旨
に
ご
賛
同
い
た
だ
い
た
方
を
会
員
と
す
る
会
員
制
度
で
、
山
仲
間
の
相
互
扶
助
の
精
神
に
基
づ
き
ま
す
。

　
　
・
 会
員
の
方
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
山
岳
遭
難
事
故
に
遭
遇
し
た
場
合
、
会
員
の
方
が
支
払
っ
た
捜
索
救
助
費
用
や
臨
時
   

　
　
　
費
用
の
実
費
補
填
を
受
け
ら
れ
ま
す
（
い
ず
れ
も
限
度
が
あ
り
ま
す
）。

　
　
・
 会
員
の
方
は
、
入
会
金
、
会
費
の
ほ
か
に
、
1
年
間
に
お
支
払
し
た
補
填
金
総
額
を
会
員
総
数
で
割
っ
た
金
額
を
事
後
分
担
   

　
　
　
金
と
し
て
お
払
込
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
・
 事
後
分
担
金
は
、
1
年
間
に
支
払
っ
た
補
填
金
総
額
と
会
員
数
に
よ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
は
お
知
ら
せ
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
・
 会
員
期
間
は
入
会
日
か
ら
1
年
間
で
す
。

　
　
・
 継
続
会
費
、
事
後
分
担
金
は
い
ず
れ
も
、
入
会
時
に
お
届
け
い
た
だ
く
金
融
機
関
口
座
か
ら
振
替
で
お
払
込
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
・
 途
中
退
会
や
次
年
度
継
続
さ
れ
な
い
こ
と
は
ご
自
由
で
す
が
、
会
員
期
間
内
の
事
後
分
担
金
は
登
録
い
た
だ
い
た
口
座
か
　

　
　
ら
の
引
き
落
と
し
で
す
。

１
） 補
て
ん
対
象
と
な
る
捜
索
救
助
費
用
に
つ
い
て

　
　
・
 日
本
国
内
の
山
岳
遭
難
事
故
に
お
い
て
、
会
員
が
支
払
っ
た
救
助
隊
日
当
、
交
通
費
（
ヘ
リ
代
含
む
）
宿
泊
費
な
ど
の
捜
   

　
　
　
索
救
助
費
用
の
実
費
、
及
び
臨
時
費
用
を
総
額
550万

円
を
上
限
と
し
て
補
て
ん
し
ま
す
。

　
　
・
 臨
時
費
用
は
親
族
等
の
現
場
駆
け
つ
け
費
用
、
遺
体
搬
送
費
、
謝
礼
な
ど
（
い
ず
れ
も
上
限
が
あ
り
ま
す
）。

　
　
・
 疾
病
に
よ
る
山
岳
遭
難
も
補
て
ん
の
対
象
で
す
。
た
だ
し
、
既
往
症
に
よ
る
も
の
は
減
額
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

２
） 入
会
金
、
会
費
に
つ
い
て

　
　
・
 入
会
金
　
：
初
年
度
の
み
　
2,000

円
+
消
費
税
（
家
族
割
引
、
団
体
割
引
が
あ
り
ま
す
）

　
　
・
 会
　
費
　
：
年
間
　
　
　
　
2,000

円
+
消
費
税
（
家
族
割
引
、
団
体
割
引
が
あ
り
ま
す
）

　
　
・
 払
込
方
法
：
初
年
度
は
原
則
と
し
て
郵
便
払
込
で
す
。 事
後
分
担
金
、
継
続
会
費
は
原
則
と
し
て
予
め
お
届
け
い
た
だ
い
た
   

　
　
　
金
融
機
関
口
座
振
替
に
よ
る
払
込
で
す
。

　
　
　
注
：
お
振
込
み
に
な
っ
た
入
会
金
・
初
年
度
会
費
（
充
当
金
を
含
む
）、
お
よ
び
継
続
会
費
等
は
事
由
の
如
何
を
問
わ
ず

返
金

　
　
　
い
た
し
ま
せ
ん
。

３
） 事
後
分
担
金
に
つ
い
て

　
　
・
 事
後
分
担
金
：
毎
年
１
月
１
日
～
12
月
3１
日
（
計
算
期
間
）
に
支
払
っ
た
補
填
金
総
額
を
、
そ
の
期
間
の
会
員
総
数

　
　
　
で
除
し
た
（
割
っ
た
）
金
額
で
す
。
計
算
期
間
後
の
事
後
に
算
出
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
確
定
い
た
し
ま
せ
ん
。

　
　
　（
過
去
の
実
績
：
2008

年
900
円
、2009

年
800
円
、2010

年
600
円
、2011

年
700
円
、2012

年
700
円
、2013

年
800
円
、

　
　
　
2014

年
600
円
、
2015

年
500
円
、
2016

年
500
円
、
2017

年
500
円
、
2018

年
300
円
）

　
　
・
 事
後
分
担
金
の
払
込
時
期
：
会
員
期
間
（
１
年
間
）
の
終
了
後
で
す
。
途
中
退
会
の
場
合
で
も
事
後
分
担
金
の
お
払
込
を
　

　
　
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
・
 事
後
分
担
金
の
払
込
方
法
：
原
則
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
お
届
け
い
た
だ
い
た
金
融
機
関
口
座
振
替
に
よ
る
お
払
込
で
す
。

４
） 入
会
手
続
お
よ
び
会
員
期
間
に
つ
い
て

　
　
・
 入
会
手
続
：
入
会
金
・
初
年
度
会
費
の
払
込
、
入
会
申
込
書
の
提
出
、
金
融
機
関
口
座
振
替
依
頼
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
　
・
 会
員
期
間
の
始
期
：
入
会
金
・
初
年
度
会
費
の
払
込
日
の
午
後
6
時
に
遡
り
ま
す
。

　
　
・
 会
員
期
間
：
１
年
間
で
す
。
毎
年
継
続
で
き
ま
す
。
継
続
手
続
は
そ
の
都
度
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

５
） 途
中
退
会
と
次
年
度
不
継
続
に
つ
い
て

　
　
・
 途
中
退
会
 ：
会
員
期
間
中
、
所
定
の
退
会
手
続
に
よ
り
い
つ
で
も
可
能
で
す
。
但
し
､会
費
等
の
払
戻
し
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
　
　

　
　
　
ま
た
、
事
後
分
担
金
も
お
払
込
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
・
 次
年
度
不
継
続
：
ご
自
由
で
す
。
た
だ
し
､会
員
期
間
中
の
事
後
分
担
金
の
お
払
込
は
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

６
） 補
て
ん
金
を
お
支
払
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て

　
　
・
 山
岳
遭
難
と
見
な
せ
な
い
場
合
や
天
候
及
び
単
な
る
疲
労
に
よ
る
日
程
の
遅
れ
な
ど
。

　
　
・
 犯
罪
性
の
あ
る
事
故
な
ど
。
故
意
や
重
大
な
過
失
に
よ
る
事
故
。

　
　
・
 捜
索
救
助
費
用
の
対
象
費
目
と
し
て
い
な
い
も
の
（
詳
し
く
は
カ
バ
レ
ー
ジ
制
度
規
約
参
照
）

　
　
・
 支
払
証
憑
（
客
観
的
に
支
払
の
事
実
が
証
明
で
き
る
書
類
等
）
の
な
い
も
の
。

７
） 二
重
遭
難
、
共
同
遭
難
に
つ
い
て

　
　
・
 二
重
遭
難
：
補
て
ん
対
象
で
す
。

　
　
・
 共
同
遭
難
：
人
数
に
按
分
し
て
補
て
ん
い
た
し
ま
す
。

２
、
注
意
喚
起
情
報

　
　
会
員
制
度
お
申
込
み
に
あ
た
っ
て
､お
申
込
者
の
不
利
益
に
な
る
事
項
な
ど
､特
に
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
こ
と
を
記
載
い
た
し
ま
す
。

１
） ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
に
つ
い
て

　
　
本
会
員
制
度
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
制
度
の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２
） 会
員
期
間
の
始
期

　
　
会
員
資
格
の
発
効
は
入
会
手
続
の
完
了
が
条
件
で
す
が
、
手
続
が
完
了
し
た
場
合
、
会
員
期
間
の
始
期
（
補
て
ん
の
開
始
）
は

　
　
入
会
金
･会
費
の
払
込
日
の
午
後
6
時
に
遡
る
も
の
と
し
ま
す
。

３
） 会
員
の
権
利
保
護

　
　
こ
の
会
員
制
度
は
、
趣
旨
に
賛
同
す
る
会
員
に
よ
る
相
互
扶
助
制
度
で
す
。
保
険
や
共
済
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
､保
険
契
約
者
保
護

　
　
機
構
や
保
険
業
法
に
よ
る
補
償
や
保
護
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

４
） 個
人
情
報
の
取
り
扱
い
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
）

　
　
会
員
の
個
人
情
報
は
、
日
本
山
岳
救
助
機
構
合
同
会
社
お
よ
び
日
本
山
岳
救
助
機
構
事
務
セ
ン
タ
ー
が
、
会
員
制
度
運
営
に
利
用
す

　
　
る
ほ
か
､山
岳
遭
難
事
故
の
防
止
活
動
、
山
岳
遭
難
捜
索
救
助
活
動
に
利
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
厳
正
に

　
　
管
理
い
た
し
ま
す
。

５
） 事
故
の
通
知
と
補
て
ん
金
請
求
期
限

　
　
・
 遭
難
事
故
に
遭
遇
さ
れ
た
場
合
：
jRO
事
務
セ
ン
タ
ー
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
て
ん
金
請
求
に
必
要
な
書
式
、
手
続
を
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

　
　
・
補
て
ん
金
請
求
期
限
：
遭
難
発
生
か
ら
1年
以
内
、
か
つ
捜
索
救
助
費
用
、
臨
時
費
用
の
最
終
的
な
お
支
払
か
ら
１
ヶ
月
以
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  ご
請
求
く
だ
さ
い
。

以
上

重
要
事
項
説
明
書

日
本
山
岳
救
助
機
構
会
員
制
度
の
ご
入
会
申
込
み
前
に
必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い
。
ご
入
会
申
込
み
は
、
会
員
制
度
の
内
容
と
､入
会
金
・
会
費
・
事
後
分
担
金
等
の
お
支
払
に
つ
い
て
ご
理
解
と
ご
了
解
の
上
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
わ
せ
て
日
本
山
岳
救
助
機
構
会
員
制
度
規
則
等
も
お
読
み
く
だ
さ
い
。
　
な
お
、
こ
の
説
明
書
は
会
員
制
度
概
要
説
明
と
注
意
喚
起
情
報
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
山
岳
救
助
機
構
会
員
制
度


